
令和６年度
みやぎ産業廃棄物３Ｒ等推進事業費補助金（設備整備）

宮城県では、産業廃棄物の３Ｒの効果のある設備を県内に設置する事業者の皆様に対し、
費用の一部を補助します。

募集期間 （二次公募）
令和６年６月１９日（水）～令和６年７月１９日（金）
※二次公募は予算の関係で補助上限額及び申請枠が変更になりましたので、ご注意
ください。
※一次公募で不採択となった事業は、二次公募の応募は受け付けることはできませ
んので、ご注意ください。
※今年度から、原則電子メール等での申請となります。
※窓口での提出を希望される場合は、事前の来庁予約をお願いします。

宮城県環境生活部循環型社会推進課資源循環企画班
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目８番１号 宮城県庁13階北側
電話：022-211-3207 FAX：022-211-2390 電子メール：junkanj@pref.miyagi.lg.jp

★ 応募資格

★ 補助の内容と対象設備

産業廃棄物の発生を抑制する設備
（製造工程の改善による産廃発生量削減の取組など）

産業廃棄物となる物を再使用するための設備
（一度使用した物を、廃棄せずに再度使用できるよう
にする取組など）

産業廃棄物を再資源化するための設備
（産廃として発生した物をリサイクルする取組など）

産業廃棄物由来の資源を利活用するための設備
（産廃をリサイクルした資源を原料とする製品の製造設備や、

エネルギー利用に関する取組など）

産業廃棄物の排出を抑制する設備
（事業場で発生した産廃を自ら処理する取組で、

上記のいずれにも該当しないもの）

補助率 :１／２～２／３以内
補助上限額 :２，０００～３，０００万円
採択予定件数:１件程度

C 宮城県・旭プロダクション

宮城県内に事業所を有し（予定も含む。）、産業廃棄物の３Ｒ等に取り組むために、設備機器を
整備する事業者の方（産業廃棄物の中間処理業者を含む。また、当該事業者が半数以上を占め
る団体を含む）。ただし、過去３年間、環境関係法令に基づく処罰又は命令その他不利益処分を
受けていない等の要件があります。

★ 留意事項 ・申請の際には事業内容についてヒアリングを実施しますので、余裕を持って申請してください。
また、申請の際は申請者自らが行ってください。
・補助対象事業が年度内に終了しない場合、原則として補助金をお支払いできません。
・その他、留意事項は「申請の手引き」を御覧ください。

詳細は裏面を
御覧ください!

補助の内容

★ ご相談窓口
（申請先）



★ 対象事業

事業者が、産業廃棄物の３Ｒ等に取り組むために設備機器を整備する事業（既存設備機器の改造も含みます。）
補助対象の事業経費の総額が100万円を超える事業に限ります。
① 産業廃棄物の発生抑制のための設備等の整備（発生抑制）
② 産業廃棄物の再使用のための設備等の整備（再使用）
③ 産業廃棄物の再資源化のための設備等の整備（再資源化）
④ 産業廃棄物由来の再生資源の利活用のための設備等の整備（再生資源の利活用）
⑤ 発生した産業廃棄物の排出を抑制するための設備等の整備（排出抑制）

★ 対象となる事業経費

設備の設計費用 設備の購入費用 設備の設置工事費用 設備の運搬費用 など

※土地取得や自動車・重機等の購入、リース費用など、補助金の交付目的以外の用途に使用できるものに係る費用は対象外となります。

★ 補助率・補助上限額等

３Ｒの効果について

補助金交付申請書には、導入する設備による３Ｒ等の効果量を記載いただきます。この３Ｒ効果量は、導入する設備に
より、実際に発生抑制や再資源化などが見込める、具体的な値を、根拠と合わせて示してください。
（設備の処理能力は別に記載していただきますので、混同しないようご注意ください。）
→ 詳しくは、「申請の手引き」をご確認ください。

環境産業コーディネーター（EIC）の申請支援

補助対象事業への該当性、申請スキーム、記載方法などの御質問・御相談については、県職員であるEICがお応えします。
EICは、御連絡をいただければ貴社を訪問し、お話を伺うことができますので、御用命の際は「循環型社会推進課資源循環企
画班」にお電話ください（電話:022-211-3207）。

①一般枠
左記枠以外の設備導入

②重点枠
知事が定める取組（下記）に係る設備導入

補助率 ２分の１以内 ３分の２以内

補助上限額 ２，０００万円 ３，０００万円

事業期間 １年以内 １年以内

申請 審査会 交付決定 事業の実施
中間報告

事業実績報告
補助金交付

★ 補助金交付のスケジュール

評価員によるヒアリングを行います。 設備購入の契約や発注など、補助事業は必ず
交付決定の通知を受け取ってから開始してください。

代金の支払いや必要な許認可の取得など、設備の
本格稼動が可能になった時点で事業完了です。

2月2８日まで

★ 申請のポイント

※知事が定める取組

1 将来、大量廃棄が見込まれる産業廃棄物の3R等に関する取組
(1) 廃太陽光発電設備 (2) 廃石膏ボード（石膏粉から製品を製造する取組に限る）

2 処理が課題となっている産業廃棄物の3R等に関する取組
(1) 廃プラスチック類
イ 廃プラスチック類を再生プラスチック原料として再資源化する取組
ロ 再生プラスチック原料を利活用する取組

(2) 雑品スクラップ
OA機器や電化製品のリサイクル等のため、金属とプラスチック類を含む混合廃棄物の分別の高度化に関する取組

３ 情報通信等の先端技術を活用した３Ｒ等に関する取組
・ＡＩやＩｏＴ等の先端技術の導入による分別の高度化

４ 食品ロスの削減に関する取組
・食品製造業者による食品ロスの発生を抑制する取組

６月中旬～７月中旬 ９月上旬（予定） ９月下旬（予定）


